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平成31年度 税制改正に関する

内閣府主管項目のポイント ①

※ ★は新設、☆は拡充・延長

◆地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置の延長 （地方税） ☆

 地域経済活性化支援機構（REVIC）に係る法人事業税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」を、銀行法施行令
で定める銀行の最低資本金の額（20億円）とする特例措置について、適用期限を５年延長する。

地域経済活性化事業等支援政策の推進

◆子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 （国税、地方税） ★

 「経済財政運営と改革の基本方針（平成30年６月15日閣議決定）」において、３歳から５歳まで（０歳から２歳については
住民税非課税世帯が対象）の子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償化することとされている。現行
上、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもの保護者に支給される子どものための教育・保育給付は全て非
課税となっており、上記の幼児教育の無償化を進めるに当たり法改正を行う場合、併せて税制上の所要の措置（非課
税措置及び差押禁止措置等）を講ずる。

◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長 （国税） ☆

 直系尊属（贈与者）が、子・孫等（受贈者）名義の金融機関の口座等に、結婚、妊娠・出産、子育てに必要な資金を拠出
する際、この資金について、受贈者ごとに一定額を非課税とする特例措置について、受贈者の所得要件を加えた上で、
適用期限を２年延長する。

◆企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税等の課税標準の
特例措置の延長 （地方税） ☆

 企業主導型保育事業の更なる活用を含め、平成32年度までに約32万人分の保育の受け皿を整備することとしているこ
とを踏まえ、平成29年４月１日～平成31年３月31日の期間に企業主導型保育事業の助成を受けた事業者等に限り、同
事業の用に供する固定資産に係る固定資産税等の課税標準を減免する特例措置について、適用期限を２年延長する。

子ども・子育て支援の推進
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※ ★は新設、☆は拡充・延長

平成31年度 税制改正に関する

内閣府主管項目のポイント ②

◆特区における清酒の製造体験のための酒税法の特例措置 （国税） ★
 構造改革特別区域法の改正を前提に、清酒の製造免許を保有する者が、地域の活性化を図ることを目的として、特区

内において清酒の製造体験を実施する場合における酒税法の特例措置を講ずる。

◆地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の運用改善 （国税、地方税）

 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の一層の活用促進を図るため、徹底した運用改善を実施する。

◆国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置の延長
（国税） ☆

 国家戦略特区において、国際経済活動の拠点の形成を図るとともに、立地する産業の国際競争力を向上させる民間都
市開発を推進するための課税の特例措置について、見直しを行った上、適用期限を２年延長する。

地方創生の推進

◆沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例 （国税、地方税） ☆
 適用期限を２年延長する。

◆沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例 （国税、地方税）☆
 適用期限を２年延長する。

◆沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例 （国税、地方税）☆

 適用期限を２年延長する。

◆沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例 （国税、地方税） ☆
 適用期限を２年延長する。

◆沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例 （国税、地方税） ☆
 適用期限を２年延長する。

◆沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例 （国税、地方税） ☆
 適用期限を２年延長する。

◆沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置 （国税） ☆
 適用期限を２年延長する。

沖縄政策の推進
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１． 子ども・子育て支援の推進 

①子ども・子育て支援における制度の見直しに伴う税制上の所要の措置

[新設]

＜税目＞（国 税）所得税等

（地方税）個人住民税等 

概要 

 「経済財政運営と改革の基本方針（平成 30 年６月 15 日閣議決定）」

において、３歳から５歳まで（０歳から２歳については住民税非課税世

帯が対象）の子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園等の費用を無償

化することとされている。 

現行上、幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもの保護者に

支給される子どものための教育・保育給付は全て非課税となっており、

上記の幼児教育の無償化を進めるに当たり法改正を行う場合、併せて税

制上の所要の措置（非課税措置及び差押禁止措置等）を講ずる。 

要望結果 

 幼児教育を無償化するための保護者に対する支援について、法改正を

前提に、税制上の所要の措置（非課税措置及び差押禁止措置等）を講ず

る。 

＜文部科学省、厚生労働省と共管＞ 
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②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長  [延長]

＜税目＞（国 税）贈与税

概要 

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな原因の一

つになっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転するこ

とを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するものである。 

要望結果 

直系尊属（贈与者）が、子・孫等（受贈者）名義の金融機関の口座等

に、結婚、妊娠・出産、子育てに必要な資金を拠出する際、この資金に

ついて、受贈者ごとに一定額を非課税とする現行の特例措置の適用期限

を２年延長する。なお、平成 31 年 4 月 1日以後に信託等により取得す

る信託受益権等については、信託等をする日の属する年の前年の受贈者

の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、本制度の適用を受ける

ことができないこととする。 

＜金融庁と共管＞ 
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③企業主導型保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税等の課税

標準の特例措置の延長 [延長] 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税、事業所税、都市計画税 

 

 

 

概要 

「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月８日閣議決定）に基

づき、平成 29 年６月に公表した「子育て安心プラン」を前倒しし、企

業主導型保育事業の更なる活用を含め、平成 32年度までに約 32万人分

の保育の受け皿を整備することとしていることを踏まえ、引き続き企業

主導型保育事業の活用を促進するため、同事業に係る固定資産税等の課

税標準の特例措置を延長する。 

 

 

 

要望結果 

平成 29年４月１日～平成 31年３月 31 日の期間に企業主導型保育事

業の助成を受けた事業者等に限り、同事業の用に供する固定資産に係る

固定資産税等の課税標準を減免する特例措置について、適用期限を２年

延長する。 
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２． 地域経済活性化事業等支援政策の推進 

①地域経済活性化支援機構に係る資本割の特例措置の延長 [延長]

＜税目＞（地方税）事業税

概要 

㈱地域経済活性化支援機構（REVIC）については、業務を遂行するた

めに十分な財務基盤を有していることが必要であることから、法人事業

税の資本割に係る課税標準となる「資本金等の額」を、銀行法施行令の

最低資本金の額（20億円）とする特例が措置されている。 

要望結果 

本特例措置の適用期限を５年延長する。 

＜金融庁と共管＞ 
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②経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置の拡充及び延長

[拡充・延長]

＜税目＞（国 税）所得税

（地方税）個人住民税 

概要 

 中小事業者の再生を支援する観点から、再生企業の保証人となってい

る経営者が、「合理的な再生計画」に基づき、当該再生企業に対して事

業用資産の私財提供を行った場合には、平成 31 年３月末までの間、譲

渡益を非課税とする特例が措置されている。 

要望結果 

 中小企業の再生を継続的に支援する必要があることから、適用対象に

平成28年度以降に一定の要件を満たした再生計画を公表した者を加えた

うえ、当該措置の適用期限を３年延長する。 

＜金融庁、復興庁と共管＞ 

8



３． 地方創生の推進 

 

 

①特区における清酒の製造体験のための酒税法の特例措置 [新設] 

 ＜税目＞（国 税）酒税 

 

 

 

概要 

 清酒の製造免許を保有する者が、地域の活性化を図ることを目的とし

て、構造改革特区内において清酒の製造体験を実施する場合における酒

税法の特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 構造改革特別区域法の改正を前提に、特区内において清酒の製造免許

を受けている者が、当該特区内の地域の魅力の増進に資する施設におい

て清酒の製造体験を提供する場合には、当該施設内に設ける一定の体験

製造場を既存の清酒の製造場と一の製造場とみなす措置を講ずる。 
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②地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の運用改善 

 ＜税目＞（国 税）法人税 

（地方税）法人住民税、事業税 

 

 

 

概要 

 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の一層の活用促進を図るた

め、企業や地方公共団体からの意見等を踏まえ、徹底した運用改善を実

施する。 

 

 

 

要望結果 

 地方創生関係交付金との併用や基金への積立要件の緩和、寄附払込時

期の弾力化等、徹底した運用改善を実施する。 

 

 

 

＜内閣官房と共管＞ 
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③国家戦略特区における国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例

措置の延長 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税、登録免許税 

 

 

 

概要 

 国家戦略特区において、国際経済活動の拠点の形成を図るとともに、

立地する産業の国際競争力を向上させる民間都市開発を推進するため、

課税の特例措置を延長する。 

 

 

 

要望結果 

 国家戦略民間都市再生事業に対する課税の特例措置（割増償却、登録

免許税の軽減）について、見直しを行った上、適用期限を２年延長する。 
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④都市再生緊急整備地域等に係る課税の特例措置の延長 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税、登録免許税 

（地方税）不動産取得税、固定資産税、都市計画税 

 

 

 

概要 

 都市再生緊急整備地域等において、国土交通大臣の認定を受けた大規

模で優良な民間都市開発プロジェクト（認定民間都市再生事業）に係る

特例措置の延長を行う。 

  

 

 

要望結果 

認定民間都市再生事業に係る特例措置について、見直しを行った上、

適用期限を２年延長する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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４． 沖縄政策の推進 

 

 

①沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税 

     （地方税）法人住民税、事業所税 

 

 

 

概要 

 沖縄の観光地形成促進地域において、工業用機械等の取得等をした場

合には、取得価額の 15％（建物等は８％）の税額控除等の特例措置を

講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 

 

 

 

＜国土交通省、経済産業省と共管＞ 
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②沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税 

     （地方税）法人住民税、事業税、事業所税 

 

 

 

概要 

 沖縄の情報通信産業特別地区において、専ら特定情報通信事業を営む

こと等の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後 10年間、

所得金額の 40％の特別控除を講ずる。 

また、情報通信産業振興地域において、工業用機械等の取得等をした

場合には、取得価額の 15％（建物等は８％）の税額控除等の特例措置

を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 

 

 

 

＜総務省、経済産業省と共管＞ 
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③沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税 

     （地方税）法人住民税、事業税、事業所税 

 

 

 

概要 

 沖縄の産業高度化・事業革新促進地域において、工業用機械等の取得

等をした場合には、取得価額の 34％（建物等は 20％）の特別償却又は

15％（建物等は８％）の税額控除等の特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 

 

 

 

＜経済産業省と共管＞ 
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④沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例 [延長] 
 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税、関税 

     （地方税）法人住民税、事業税、事業所税 

 

 

 

概要 

 沖縄の国際物流拠点産業集積地域において、専ら特定国際物流拠点産

業を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受けた法人は、設立後

10年間、所得金額の 40％の特別控除を講ずる。 

また、地域において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価

額の 50％（建物等は 25％）の特別償却又は 15％（建物等は８％）の税

額控除等の特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 

 

 

 

＜経済産業省と共管＞ 
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⑤沖縄の経済金融活性化特別地区における課税の特例 [延長] 
 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税 

     （地方税）法人住民税、個人住民税、事業税 

 

 

 

概要 

 沖縄の経済金融活性化特別地区において、主として特定経済金融活性

化産業に属する事業を営むこと等の要件を満たすものとして認定を受

けた法人は、設立後 10 年間、所得金額の 40％相当額に特区内従業員数

割合を乗じて計算した金額の特別控除を講ずる。 

また、特区において、工業用機械等の取得等をした場合には、取得価

額の 50％（建物等は 25％）の特別償却又は 15％（建物等は８％）の税

額控除の他、事業認定を取得し知事の指定を受けた中小企業者へ投資を

行った個人に対するエンジェル税制等の特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 
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⑥沖縄の離島における旅館業用建物等の課税の特例 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税、所得税 

 

 

 

 

概要 

 沖縄の離島地域において、旅館業用建物等の取得等をした場合には、

取得価額の８％の特別償却等の特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 3 月 31日）を２年延長する。 

 

  

18



 

⑦沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措置 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）酒税 

 

 

 

概要 

 沖縄県の本土復帰前から引き続いて酒類を製造していた製造場が、県

内にある製造場で製造し、県内に出荷する酒類について酒税を軽減（軽

減割合は泡盛 35％、ビール等 20％）する。 

 

 

 

要望結果 

 適用期限（平成 31 年 5 月 14日）を２年延長する。 
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５． 公益法人制度の適正な運営の推進 

 

 

①特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非

課税措置の延長 [延長] 

 ＜税目＞（国 税）印紙税 

 

 

 

概要 

奨学金を必要とする学生が公益法人等からの奨学金貸与を一層受け

やすくする観点から、奨学金貸与事業に関する文書（借用証書等）の作

成時に必要とされている印紙税を非課税とする。 

 

 

 

要望結果 

公益法人や学校法人等が奨学金事業を実施する場合には、独立行政法

人日本学生支援機構と同様に、貸与者又は借受人が作成した文書（借用

証書等）に係る印紙税について、非課税とするもの。平成 28 年４月１

日から平成 31 年３月 31 日までの時限措置であるが、適用期限を３年延

長する。 

 

 

 

＜文部科学省と共管＞ 
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６． 防災政策の推進 

 

 

①防災・減災及び交通安全に資する道路の無電柱化の促進に係る課税標準

の特例措置の拡充及び延長 [拡充・延長] 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 一般送配電事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が緊急輸送道

路の防災上重要な道路や交通安全上の課題がある道路等で無電柱化を

行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の課税標準を軽減す

るもの。 

 

 

 

要望結果 

 （拡充）対象について、現行の緊急輸送道路に加え、交通安全上の課

題がある道路等（バリアフリー生活関連経路、通学路など）

を追加 

・道路法第３７条に基づき電柱の占用を禁止又は制限して

いる道路の区域    ：課税標準４年間１/２に軽減 

・上記以外の緊急輸送道路：課税標準４年間３/４に軽減 

  （延長）適用期限を３年（平成 31 年４月１日～平成 34年３月 31日）

延長 

 

 

 

＜総務省、経済産業省、国土交通省と共管＞ 
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②熊本地震の被災住宅用地等に係る課税標準の特例措置の拡充 [拡充] 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税、都市計画税 

 

 

 

概要 

 平成 28 年熊本地震により被災した通常２年度分の特例が適用されて

いる被災住宅用地について、住宅用地として使用することができないと

市町村長が認める場合、適用期間を延長する。 

 

 

 

要望結果 

適用期限を２年（平成 31年４月１日～平成 33 年３月 31 日）延長 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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